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お手続きはオンライン申請が便利です → 
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保育の必要性の事由 必要な添付書類 認定の有効期間

月60時間以上就労している
（就労開始・復職予定含む）

○雇用されている
雇用予定・復職予定の方

・勤務先会社等が発行した就労証明書
※就労開始・復職予定者は、就労開始後、改めて
就労証明書の提出が必要です。

満３歳に達する日以後の最初の３月３１日まで
※就労開始・復職予定及び、雇用期限がある場合などは、

有効期間が短くなることがあります。

○自営業主の方

・事業の営業主が記入した就労証明書
・事業内容が分かる書類

○自営業専従者・家族従業者の方

・事業の営業主が記入した就労証明書

○役員・内職・業務委託にて従事している方

【雇用先より就労証明書の発行が可能な場合】
・経営、委託、依頼元の会社等が発行した就労証明書

【従事者本人が記入する場合】
・従事者本人が記入した就労証明書
・事業内容が分かる書類

育児・介護休業法に基づく育児
休業取得開始時に、申請児童が
既に保育施設等を利用しており
継続利用が必要である
※一時的な預かりでの利用は、

原則対象外

・就労証明書
・育児休業に係る申立書
・保育施設が発行した在園証明書

次のうち、いずれか短い期間
ア）育児休業期間の終了日の属する月の末日
イ）育児休業対象児童が１歳を迎えた日（誕生日の前日）の

属する月の末日
※パパ・ママ育休プラスの特例制度を利用する場合は、

育児休業対象児童が１歳２か月を迎えた日が属する月の
末日まで

【事業内容が分かる書類の例】

営業許可通知書の写し、登記簿謄本の写し、個人事業届の写し
（税務署が受領したことが確認できるもの）等

●役員・内職・業務委託・自営業主で従事者本人が就労証明書
を記入する場合は、事業内容がわかる書類の提出が必要です。

また、会社等が発行した証明書をご提出いただいた場合も、内容
確認のため事業内容が分かる書類等のご提出をお願いする場
合があります。

〇保育の必要性の事由別の必要書類等
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保育の必要性の事由 必要な添付書類 認定の有効期間

求職活動
開業準備等を行っている

求職活動状況申告書
次のうち、いずれか短い期間
ア)満３歳に達する日以後の最初の３月３１日まで
イ)認定開始日から90日が経過する日が属する月の末日まで

月60時間以上就学している
（大学への就学・公共職業能力
開発施設において実施される職
業訓練を受けている等）

・在学証明書または学生証(写し)
・就学時間がわかるカリキュラム等の書類

次のうち、いずれか短い期間
ア）満３歳に達する日以後の最初の３月３１日まで
イ）認定開始日から保護者の卒業予定日又は修了予定日が

属する月の末日まで

妊娠中又は出産後間がない
(出産月の前２か月から出産日
の後８週間）

母子手帳（表紙および出産予定日が記載してあるページ
の写し）
又は、出産（予定）証明書

次のうち、いずれか短い期間
ア）満３歳に達する日以後の最初の３月３１日まで
イ）出産月の前２か月から出産日の後８週間を
経過する日の翌日が属する月の末日まで

※多胎妊娠の場合は出産（予定日）日の14週前から

疾病、負傷、障がい等がある

○疾病・負傷がある方
・診断書
※診断書には家庭保育ができない理由や期間の
記載が必要

○障がいがある方
・障害者手帳（写し）、診断書など 満３歳に達する日以後の最初の３月３１日まで

※添付書類に期間の定め等がある場合には、有効期間が
短くなる可能性があります。同居の親族(長期入院している

親族を含む)を常時介護又は看

護(月６０時間以上)

・診断書、障害者手帳(写し)、介護保険証(写し)など
・介護・看護についての申立書

災害等の復旧にあたっている
・従事していることが証明できる書類
・従事内容の申立書
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